
3



4

（1）計画の
　    位置づけ

●函館市環境基本条例第 8条に基づき策定する計画であり，函館市総合計画
に基づくまちづくりを環境面から実現していく役割を担います。

●各環境分野における環境目標や，具体的な施策の方向性などを明らかにし，
各種計画および施策の環境に関連する分野を立案・実施するにあたっての
基本となるものです。

（2）計画の対象
　    とする
　    環境の分野

地球環境（温暖化の防止，酸性雨への対策など）

生活環境（大気汚染，水質汚濁など）

自然環境（生態系の多様性，生物の種・数など）

快適環境（公園・緑地，水辺など）

（3）計画の対象
　    とする地域

●函館市全域を対象とします。

●今日の環境問題は，大気や水質への環境負荷など行政区域を越え，地域が
一体となった対応が求められることから，これらの問題に対する本市の役
割を明らかにし，近隣市町や北海道，国の関係機関とも連携を図ります。

（4）計画の期間

●本市の環境像の実現に向け，環境に関する広範な施策を総合的・計画的に
推進することを目的としており，施策の着実な進展を図るために，計画期
間を平成 22 年度から平成 31 年度までの 10 年間とします。

●平成 26 年度を中間目標年次とし，計画の達成状況や社会情勢の変化など
を勘案して，必要に応じて計画の見直しを行なうこととします。

（5）計画策定の
　    基本的な
　    考え方

地球温暖化対策をはじ
めとする地球環境問題
への対応の強化

これまでに推進してきた地球環境問題に対する取
り組みを，より一層充実させ，市民，事業者，市
が具体的な取り組みを着実に展開し，地球環境の
保全に貢献することを基本的な考え方とします。

豊かな自然環境の保全

私たちの暮らしに恩恵を与えてくれる本市の豊か
な自然環境を次世代へ残していくために，市民一
人ひとりが，自然を大切にする心をはぐくみ，自
然を大切にする行動を実践していくことを基本的
な考え方とします。

市民・事業者・市が協
働して，環境保全活動
を展開するための取り
組み

団体同士の交流・情報交換によるネットワークの
形成や，いろいろな場面・機会を通じて幼児から
高齢者までの各世代に応じた環境教育・環境学習
活動への支援を図り，より多くの人々が環境保全
活動を実践できるような仕組みづくりを進め，市
民・事業者・市が協働して様々な取り組みを展開
していくことを基本的な考え方とします。


